
と における 
建 築 計 画 に つ い て 、 事 前 協 議 を お 願 い し ま す ︕  

 
流通業務地区は、都市における流通機能の向上や道路交通の円滑化を図るために定めるもので、札幌

市では、白石区と厚別区の一部を「大谷地流通業務地区」として定めています。（下図参照）この地区で
は、「流通業務市街地の整備に関する法律（以下「流市法」とします。）」により流通業務に関連する施
設以外の設置が規制されています。 

さらに、流通業務地区内に、その中核として特に一体的・計画的に整備すべき区域として、流通業務
団地を定めており、ここでは流市法や都市計画法により建設できる施設の種類が限定されています。 
 このように、建築できる施設に制限がありますので、流通業務地区及び流通業務団地において施設の
建築を計画される場合には、必ず担当部局と事前協議をお願いします。 
 
■大谷地流通業務地区・団地の住所 

＜大谷地流通業務地区＞ 
担当︓まちづくり政策局都市計画部都市計画課 

（本庁舎５階、電話 211-2506） 

＜大谷地流通業務団地＞ 
担当︓都市局市街地整備部総務課 
（本庁舎７階、電話 211-2582） 

白）流通センター３丁目 
白）流通センター５丁目 
※右欄に記載する団地の区域以外の住所のみ記載 

白）流通センター１丁目〜７丁目 
厚）厚別中央３条１〜２丁目 
厚）厚別中央４条２丁目 
厚）厚別中央５条１丁目 

上記の住所のうち、一部だけが流通業務地区・団地になっている所もあります。 
詳細は、都市計画課の窓口や札幌市地図情報サービスにてご確認ください。 

 
■区域図（※令和元年８月 31 日付で区域が変更となりました。） 


